
１．件名：新規制基準適合性審査（所内常設直流電源設備（３系統目））への対応について

（島根原子力発電所２号炉設置変更許可）【２】 

 

２．日時：令和５年１月１２日 １３時３０分～１６時４０分 

 

３．場所：原子力規制庁内会議室 ９階Ｂ会議室 

 

４．出席者 

原子力規制庁： 

（新基準適合性審査チーム） 

岩澤安全規制調整官、岡本上席安全審査官、及川管理官補佐、建部主任安全審査官、中

原安全審査官 

中国電力株式会社： 

 電源事業本部 原子力安全技術 山本部長 他１２名 

東北電力株式会社：           担当者１名 

 

５．要旨 

（１）中国電力株式会社から、島根原子力発電所２号炉の所内常設直流電源設備（３系統目）

（以下「第三バッテリ」という。）に係る設置変更許可申請書のうち、発電用原子炉の設

置変更（２号発電用原子炉施設の変更）に係る原子炉等規制法第４３条の３の６第１項

第３号及び第４号への適合について、令和４年１２月２３日の提出資料に基づき説明が

あった。 

また、島根原子力発電所の設置変更許可申請書のうち、添付書類三及び添付書類十一

について、令和４年１１月２９日の提出資料に基づき説明があった。 

 

（２）原子力規制庁から、主に以下の点について説明を求めた。 

＜第三バッテリ＞ 

○ 常設代替直流電源設備（ＳＡ用 115Ｖ系蓄電池）が機能喪失した場合には第三バッ

テリがその機能を代替するとの設計方針としているが、常設代替直流電源設備（Ｓ

Ａ用 115Ｖ系蓄電池）の給電先の妥当性も含め、基準適合性に係る考え方を説明す

ること。 

○ 第三バッテリの追加による既許可への影響について、申請書本文及び添付書類ごと

に説明するとともに、有効性評価への影響の有無についても説明すること。 

○ 当初申請から所内常設直流電源設備（３系統目）の容量等を変更するとしているが、

申請書本文五号及び十号の変更内容について説明すること。 

 

＜添付書類三＞ 

○ 変更の工事に要する資金について、設置変更許可申請時（２０１６年７月４日）か

ら増額となった理由について、説明すること。 

  



＜添付書類十一＞ 

○ 添付書類十一について、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体

制の基準に関する規則の要求事項に対して遺漏なく実績が記載されていることを説

明すること。 

 

（３）中国電力株式会社から、本日説明等を求められた内容について了解した旨の回答があっ

た。 

 

６．その他 

提出資料：なし  

 

 

以上 


